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第1章　目的

(目的)
第1条

1. 本規則は、党規約第48条及び第49条の規定にもとづき、党
員の倫理にかかる倫理規範、倫理規範に反する行為（言動
を含む）に対する措置及び処分、ならびに倫理委員会の運
営等、党員の倫理の遵守に関して必要な事項について定め
る。

2. 党員の倫理の確保については、国民の信頼に背くことのな
いよう、各党員が自覚と責任をもって対応することを原則
とする。

3. 党員の倫理を確保する手続に当たっては、民主的かつ適正
な手続が確保されるよう十分に配慮しなければならない。

立立立立立
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第2章　党員の倫理の確保

(倫理規範)
第2条

1. 本党に所属する党員は、次の各号に該当する倫理に関する
規範（以下「倫理規範」という）を遵守しなければならな
い。

一 選挙関係法令違反、政治資金関係法令違反等の政治倫理
に反する行為を行わないこと

二 大会、両院議員総会、常任幹事会等の党の重要決定に反
する行為を行う等、党の名誉及び信頼を傷つける行為を行
わないこと

三 選挙又は議会において他政党を利する行為、党の結束を
乱す行為等を行わないこと

四 贈収賄をはじめとする刑事事犯等党の品位を汚す行為を
行わないこと

(倫理の確保)
第3条

1. 常任幹事会は、党員が倫理規範を遵守するよう努めなけれ
ばならない。

2. 幹事長は、国会議員、国政選挙の公認候補者予定者、国会
議員の経験を有している者および幹事長が特に党本部が取
り扱うべきと判断する党員について、それらの党員が倫理
規範に反する行為を行ったと思われるときは、速やかに調
査を行って事実を確認し、その結果に応じて、常任幹事会
に対して必要な措置または処分について発議しなければな
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らない。

3. 第2項に記載されている以外の党員については、前二項の
責務はそれぞれの県連における執行機関及び県連幹事長が
負うものとする。

(措置および処分)
第4条

1. 幹事長は、党員が倫理規範に反する行為を行ったと判断し
た場合、常任幹事会の承認を得て、以下の各号に掲げる執
行上の措置を行うことができる。

一 幹事長名による注意

二 常任幹事会名による厳重注意

三 党の役職の一定期間内の停止または解任

四 公職の辞任勧告

2. 常任幹事会は、党員の倫理規範に反する行為が、党の綱領
及び規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼす
と判断した場合、倫理委員会に対して、以下の各号に掲げ
る処分を提起することができる。常任幹事会が倫理委員会
の審査にもとづく提案を承認した場合、処分は確定するも
のとする。

一 党員資格の停止

二 党公認または推薦等の取り消し（衆議院議員選挙または
参議院議員選挙の比例名簿からの登録抹消を含む）

三 離党の勧告

四 除籍
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3. 同一の案件について、前2項の措置及び処分を重ねて行う
ことができる。

4. 同一の案件について、措置または処分を重ねて行うことは
できない。

5. 第一項および第二項における停止期間は、一年を超えない
ものとする。

6. 県連においては、第一項の措置は県連幹事会の承認のもと
に県連幹事長が、また第二項の処分は県連幹事会の提起を
受けて県連倫理委員会が審査の上報告し、県連幹事会にお
いて承認する。

第3章　倫理の確保に関する手続

(常任幹事会の手続)
第5条

1. 常任幹事会は、倫理規範に反する行為に関して、第４条第
２項に定める処分が必要と判断した場合は、倫理委員会に
提起しなければならない。ただし、党の信用保持等にとっ
て緊急の必要がある場合には、処分を行った後に倫理委員
会に提起することができる。

2. 処分後に倫理委員会に提起した場合、当初の処分と異なる
倫理委員会の提案を常任幹事会が承認した場合には、当初
の処分は変更されるものとする。

3. 常任幹事会は、倫理規範に反する行為に関して、第４条第
１項に定める措置を承認するにあたって、特に必要と判断
する場合には、倫理委員会の意見を求めることができる。

4. 幹事長は、倫理規範に反する行為に関する措置または処分
について常任幹事会に発議する場合、公正な調査に基づい
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て事実を確認するとともに、審査の過程で措置又は処分の
対象となる党員の弁明を聴取する機会を確保するなど、そ
の権利の擁護に配慮しなければならない。

5. 幹事長は、前項にかかわる調査を倫理委員会に委任するこ
とができる。

6. 幹事長は、党員に対する措置又は処分が決定された場合、
速やかに当該党員に通知しなければならない。

(倫理委員会の手続)
第6条

1. 倫理委員会は、常任幹事会から、倫理規範に反する行為に
かかる処分に関する提起を受けたときは、速やかに審査を
行い、結論を常任幹事会に提案しなければならない。

2. 倫理委員会は、常任幹事会から提起された事案に関し、自
ら当事者を含む関係者の意見を聴取するなど事実の調査を
行い、適正な手続を経て中立かつ公正な判断を行わなけれ
ばならない。なお、当事者からの意見聴取においては、弁
護士等の補佐人の立会を認めるものとする。

3. 倫理委員会は、提起された事案に関し、本部の諸機関及び
役員等、ならびに県連、総支部及び党員に対して、調査へ
の協力を要請し、また意見を求めることができる。

4. 倫理委員長及び倫理委員は、倫理委員会に提起された処分
にかかる案件について関与している場合は、審議への参加
を辞退しなければならない。委員長は事案に関与している
委員の退席を求めることができるものとし、辞退が委員長
にかかる場合は、委員の中から当該案件の審議について、
臨時の委員長を互選する。

5. 倫理委員会事務局の中に倫理委員会に提起された処分にか
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かる案件について関与している者がいる場合、その者は当
該案件の審査に関わることができない。

(措置または処分の請求)
第7条

1. 党員は、国会議員、国政選挙の候補者である党員、または
国会議員の経歴を有する党員について、所属する県連の執
行機関に対して、当該県連名で幹事長に対し措置または処
分をするよう求めることができる。

2. 前項の請求党員が国会議員である場合は、所属する県連の
執行機関の議を経ることなく、幹事長に措置または処分を
するよう求めることができる。

3. 前２項の請求は、倫理規範に反する行為・言動が行われた
事実を明示した書面をもって行わなければならない。

4. 一の事案に関する倫理審査の請求は、重ねて行うことはで
きない。

(不服の申立)
第8条

1. 措置を受けた党員又は党員であった者は、常任幹事会に対
して、不服の申立を行うことができる。処分を受けた党員
または党員であった者は、倫理委員会に対して不服の申立
を行うことができる。

2. 前項の不服申立は、措置又は処分の通知が行われた後１週
間以内に、不服の論拠を記した書面をもって行わなければ
ならない。

3. 常任幹事会または倫理委員会は、不服申立に対して審査を
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行い、必要と判断する場合は弁明を聴取した上で、書面で
回答しなければならない。

4. 常任幹事会は、措置にかかる不服の申立を受けたときは、
倫理委員会の意見を求めることができる。倫理委員会は、
常任幹事会から不服の申立に関する意見を求められたとき
は、速やかに審議し、意見を述べなければならない。

5. 不服申立は、重ねて行うことはできない。

第4章　倫理委員会の運営

(倫理委員会の組織)
第9条

1. 党規約第37条及び第49条に基づいて設置される倫理委員会
（以下「委員会」という）は、委員長と委員によって構成
する。委員会は、倫理委員長（以下「委員長」という）を
補佐するため、倫理委員（以下「委員」という）の互選で
副委員長を選任することができる。

2. 倫理委員長は、党に所属する国会議員の中から、党大会又
は両院議員総会の承認を得て、代表が選任する。倫理委員
は、常任幹事会において選出する。代表は、常任幹事会に
倫理委員の候補者を提案することができる。倫理委員長お
よび倫理委員の任期は、代表の任期に従うことを原則とす
る。

3. 倫理委員長及び倫理委員は、常任幹事会の承認を得て、辞
任することができる。常任幹事会は、倫理委員長及び倫理
委員を解任することができる。

4. 倫理委員には、少なくとも一名の弁護士等の法律専門家を
選任しなければならない。
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(倫理委員会の運営)
第10条

1. 委員会は、委員長がこれを招集する。

2. 委員長は、常任幹事会から事案の提起を受けたとき及び過
半数の委員から請求があったときには、委員会を招集しな
ければならない。

3. 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議案は出
席委員の過半数によって決する。議案に対する賛否が同数
の場合は、委員長が決する。

(倫理委員会細則)
第11条

1. 委員会は、党規約および本規則の範囲内で、党員の倫理の
確保および倫理委員会の運営等について、倫理委員会細則
を定めることができる。

(倫理委員会事務局)
第12条

1. 倫理委員会は、その職務を遂行するため、幹事長の承認を
得て、党本部事務局のうちから倫理委員会事務局を任命す
ることができる。

(秘密の保持)
第13条

1. 倫理委員長及び倫理委員並びに事務局員は、倫理審査に伴
い知り得た情報を漏洩してはならない。



立憲民主党倫理規則 - 立憲民主党

https://cdp-japan.jp/about/ethics[2022/10/13 14:55:48]

第5章　県連における倫理の遵守にかか
る手続

(県連における倫理の確保)
第14条

1. 第3条第3項に規定する県連における倫理の遵守にかかる手
続きについて、幹事長の有する権限は県連の幹事長が有
し、常任幹事会が有する権限は県連の執行機関が有し、倫
理委員会が行うべき事項は県連の倫理委員会が行うものと
する。

2. 党員は、県連に所属する党員について、所属する総支部に
対して、総支部名で所属県連の幹事長に対して措置または
処分をするよう求めることができる。

3. 常任幹事会は、特に必要と判断する場合、第１項にかかわ
らず、第1項に規定する党員について、県連に対して、第
４条に定める措置又は処分を行うよう勧告または指示する
ことができる。

4. 常任幹事会は、特に必要あると判断する場合、県連の執行
機関が行った党員に対する措置又は処分に対して、再審査
を勧告することができる。この場合、倫理委員会に意見を
求めることができる。

(県連倫理委員会の設置等)
第15条

1. 前条の手続を行うため、各県連に倫理に関する審査機関と
して倫理委員会を設置するものとし、その運営は党規約及
び本規則に基づく倫理委員会の運営に準じて県連で定め
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る。

2. 本章に定める以外の県連が行う党員の倫理確保に関する手
続に関しては、本規則の規定を準じて県連で定める。

附則

第1条

1. 本規則は、常任幹事会の決定をもって改正することができ
る。

第2条

1. 本規則は、常任幹事会による決定と同時に発効する。

第3条

1. 過去に除籍の処分を受けた者について、常任幹事会が除籍
処分の取消が必要であると判断した場合は、処分に準ずる
手続を経ることにより、除籍の処分を取消すことができる
ものとする。

ニュース

政策
政調活動ニュース / 提出法案 / 政務調査会 / 国会レポート / 政策集 / 基本政策 /
持続可能な社会ビジョン創造委員会 / 選挙政策

候補者公募

議員情報

選挙情報

https://cdp-japan.jp/news
https://cdp-japan.jp/visions
https://cdp-japan.jp/visions/activities
https://cdp-japan.jp/visions/submission_bills
https://cdp-japan.jp/about/policy-research-council
https://cdp-japan.jp/visions/diet-report/2022
https://cdp-japan.jp/visions/policies2022
https://cdp-japan.jp/about/basic-policies
https://cdp-japan.jp/campaign/sustainable_society
https://cdp-japan.jp/visions/election_policies
https://koubo2022.cdp-japan.jp/female_candidates/
https://cdp-japan.jp/members
https://cdp-japan.jp/elections
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活動
つながる本部 / ジェンダー平等推進本部 / 青年局

立憲民主党について
綱領 / 規約 / 代表選挙規則 / 組織規則 / 選挙対策委員会規則 / 倫理規則 / ハラスメント対策指針 /
役員一覧 / 次の内閣一覧 / 政務調査会役員 / 委員会委員一覧 / 都道府県連一覧 / 党本部所在地

参加する
党員・協力党員 / パートナーズ / ボランティア / 寄付 / 広報紙「立憲民主」のご案内

ご意見・お問合せ
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